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　マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入
に
伴

い
、
住
基
カ
ー
ド
及
び
住
基
カ
ー
ド

向
け
電
子
証
明
書
の
発
行
が
終
了
し

ま
す
。

①
住
基
カ
ー
ド
申
請
期
限

　平
成
27
年
12
月
16
日
（
水
）

　17
時
15
分
ま
で

※

住
基
カ
ー
ド
は
申
請
後
、
受
取
ま

で
数
日
か
か
り
ま
す
。
期
限
ま
で

に
申
請
が
な
い
場
合
は
住
基
カ
ー

ド
の
交
付
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

②
住
基
カ
ー
ド
の
受
取
及
び
住
基
カ

ー
ド
向
け
電
子
証
明
書
の
発
行
・

更
新
期
限

　平
成
27
年
12
月
22
日
（
火
）

　16
時
ま
で

※

住
基
カ
ー
ド
の
申
請
を
さ
れ
て
い

て
も
期
限
ま
で
に
受
取
が
な
い
場

合
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

住
基
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
へ

　現
在
、
住
基
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の

方
は
有
効
期
限
ま
で
そ
の
ま
ま
お
使

い
い
た
だ
け
ま
す
。
住
基
カ
ー
ド
発

行
終
了
後
に
有
効
期
限
が
満
了
し
た

場
合
は
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
へ
切

替
え
が
で
き
ま
す
。
住
基
カ
ー
ド
の

有
効
期
限
内
で
も
「
個
人
番
号
カ
ー

ド
」
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

が
、
住
基
カ
ー
ド
と
の
重
複
所
持
は

で
き
な
い
た
め
住
基
カ
ー
ド
は
返
納

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
及
び

電
子
証
明
書
の
発
行
終
了
の
お
知
ら
せ
　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
及
び

電
子
証
明
書
の
発
行
終
了
の
お
知
ら
せ
　

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
を
お
確
か

め
く
だ
さ
い

　平
成
28
年
の
確
定
申
告
に
電
子
証

明
書
を
ご
利
用
さ
れ
る
予
定
の
方
は
、

平
成
27
年
12
月
22
日
以
降
に
電
子
証

明
書
を
発
行
す
る
場
合
「
個
人
番
号

カ
ー
ド
」
の
取
得
が
必
要
と
な
り
ま

す
が
、「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
は
申
請

が
集
中
し
、
発
行
ま
で
時
間
が
か
か

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

　住
基
カ
ー
ド
向
け
電
子
証
明
書
は

有
効
期
限
の
満
了
前
で
も
、
上
記
②

の
期
限
前
で
あ
れ
ば
更
新
手
続
き
が

可
能
で
す
。
電
子
証
明
書
を
確
定
申

告
に
ご
利
用
さ
れ
る
予
定
の
方
は
有

効
期
限
を
お
確
か
め
の
上
、
早
め
の

更
新
手
続
き
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
　町
民
課

　☎
内
線
２
７
２

▼
特
別
徴
収
と
は

　給
与
支
払
者
で
あ
る
事
業
主
の
方

が
、
従
業
員
の
個
人
町
県
民
税
を
所

得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
様
に
、
毎
月

の
給
与
の
支
払
い
の
際
に
差
し
引
い

て
徴
収
し
、
町
に
納
入
し
て
い
た
だ

く
制
度
で
す
。

▼
特
別
徴
収
の
メ
リ
ッ
ト

①
町
県
民
税
は
、
町
が
税
額
を
計
算

し
て
通
知
し
ま
す
。

②
従
業
員
の
方
々
が
、
金
融
機
関
で

納
付
す
る
手
間
が
な
く
な
り
ま
す
。

③
年
税
額
を
４
回
で
納
め
る
「
普
通

徴
収
」
に
対
し
、
年
12
回
で
納
め

る
こ
と
に
な
る
の
で
、
１
回
あ
た

り
の
税
負
担
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

▼
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
通
知

　平
成
28
年
度
に
対
象
と
な
る
事
業

者
の
方
に
対
し
、
特
別
徴
収
義
務
者

の
指
定
を
通
知
し
ま
す
。
発
送
は
12

月
上
旬
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
「
オ
ー
ル
神
奈
川
宣
言
」

　神
奈
川
県
と
県
内
全
市
町
村
は
、

平
成
28
年
度
ま
で
に
、
特
別
徴
収
の

完
全
実
施
を
目
指
し
ま
す
。

　こ
れ
は
、
特
別
徴
収
の
適
正
運
用

を
通
じ
て
、
納
税
者
の
利
便
性
向
上

な
ど
の
観
点
か
ら
、
事
業
者
や
従
業

員
の
皆
さ
ん
へ
の
周
知
を
図
り
な
が

ら
、
特
別
徴
収
の
推
進
に
取
り
組
む

問

　平成26年１月から、個人で事業や不動産貸付等を行うす
べての方に、記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。
　所得税申告の必要がない方も対象となります。
　詳しくは、国税庁ホームページ「個人で事業を行ってい
る方の記帳・帳簿等の保存について」をご覧ください。
http://www.nta.go.jp
　　平塚税務署個人課税第１部門　☎（２２）１４００

も
の
で
す
。
事
業
者
の
皆
さ
ん
に
は
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　神
奈
川
県
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
す
る
こ
と
で
町
県
民
税
の

電
子
申
告
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
申
告
が

行
え
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
制
度
に
つ
い
て

神
奈
川
県
平
塚
県
税
事
務
所
納
税
課

　☎
（
22
）
２
７
１
１
（
代
）

●
方
法
や
手
続
き
に
つ
い
て

税
務
課

　☎
内
線
２
５
３
・
２
５
４

　町
で
は
納
期
限
を
過
ぎ
て
も
町
税
等
の
納
付
が
済
ん
で
い
な
い
方
に

対
し
て
、
様
々
な
納
付
勧
奨
を
実
施
し
て
お
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
訪

問
納
付
勧
奨
を
行
っ
て
い
ま
す
。
町
職
員
が
夜
間
・
土
日
祝
日
に
、
直

接
ご
自
宅
へ
お
伺
い
し
て
税
金
の
徴
収
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
滞
納
額

の
圧
縮
と
滞
納
の
累
積
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。

（
ご
不
在
の
場
合
は
、
納
付
の
お
願
い
に
つ
い
て
記
載
し
た
「
不
在
連

絡
票
」
を
ポ
ス
ト
へ
投
函
し
て
い
ま
す
。）

※

税
金
の
納
付
は
『
納
期
限
内
自
主
納
付
』
が
原
則
で
す
。
納
期
限
を

過
ぎ
て
も
税
金
の
納
付
が
済
ん
で
い
な
い
場
合
は
、
滞
納
処
分
（
差

押
等
）
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
納
付
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
と

き
は
、
速
や
か
に
税
務
課
収
納
係
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。（
税
務
課

で
扱
え
な
い
税
等
に
つ
い
て
は
、
担
当
部
署
へ
引
き
継
ぐ
こ
と
が
あ

り
ま
す
。）

　
　税
務
課

　☎
内
線
２
５
１

問
訪
問
に
よ
る
納
付
の
勧
奨
を
実
施
し
て
い
ま
す

問

【平塚税務署からのお知らせ】
記帳・帳簿書類の保存制度

問

○
事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

　
町
県
民
税
の
特
別
徴
収
に

　
　
　
　
　
　
　
ご
協
力
を
!!

○
電
子
申
告（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）

　
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
！


